
 

 

オフィス・サポートNEWS 

 

職 

場 

の 

Ｑ 

＆ 

Ａ  

社会保険労務士  

釜澤 菜穂 

 

子
ど
も
が
通
う
保
育
園
に
は
、
自
由
に
借
り

て
帰
る
こ
と
が
で
き
る
「
絵
本
コ
ー
ナ
ー
」
が

あ
る
の
で
す
が
、
最
近
そ
の
貸
し
出
し
ノ
ー
ト

の
管
理
を
親
子
で
勝
手
に
や
っ
て
い
ま
す
。
具

体
的
に
何
を
す
る
の
か
と
い
う
と
、
紙
が
破
れ

て
い
た
ら
セ
ロ
テ
ー
プ
で
修
復
す
る
、
フ
ァ
イ

リ
ン
グ
穴
の
ま
わ
り
を
補
強
す
る
、
紙
が
足
り

な
く
な
っ
た
ら
先
生
に
伝
え
て
原
紙
を
コ
ピ
ー

し
て
も
ら
う
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
が
壊
れ
て
い
た
ら

交
換
し
て
も
ら
う
…
な
ど
な
ど
。
先
日
園
長
先

生
に
「
図
書
係
の
よ
う
で
す
ね
」
と
声
を
か
け

て
い
た
だ
き
、
た
し
か
に
学
校
の
係
活
動
に
近

い
も
の
が
あ
る
な
と
思
い
ま
し
た
。 

 

人
の
役
に
立
っ
て
え
ら
い
の
だ
と
ア
ピ
ー
ル

し
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
活

動
を
保
育
園
で
さ
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
は
非
常

に
あ
り
が
た
い
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
社
会
参

加
の
練
習
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
絵
本
コ
ー

ナ
ー
と
い
う
お
気
に
入
り
の
場
所
を
自
分
た
ち

で
維
持
し
、
さ
ら
に
良
い
場
所
に
し
て
い
く
、

こ
れ
は
立
派
な
社
会
参
加
だ
と
思
う
の
で
す
。

現
に
我
が
子
に
は
そ
の
よ
う
な
意
識
が
育
ち
は

じ
め
て
い
て
、
園
庭
が
ぬ
か
る
ん
で
い
れ
ば
砂

を
か
け
て
な
お
し
た
り
、
掲
示
物
が
は
が
れ
て

い
れ
ば
先
生
に
声
を
か
け
て
貼
り
な
お
し
た
り

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
常
に
や
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
気
が
向
い
た
と
き
だ
け

だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
い
い
の
だ
と
思
い

ま
す
。
み
ん
な
が
で
き
る
と
き
に
で
き
る
こ
と

を
す
る
こ
と
で
、
市
民
社
会
は
良
い
バ
ラ
ン
ス

を
保
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。 

 

私
は
我
が
子
の
図
書
委
員
活
動
を
じ
っ
と

待
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
た
ぶ
ん
と
て
も
ヒ
マ

な
保
護
者
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
育

児
の
大
半
は
待
ち
時
間
と
い
え
ま
す
。
旅
先
で

バ
ス
を
待
っ
て
い
る
よ
う
な
、
の
ど
か
な
時
間

で
す
。 
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時
給
を
上
げ
た
ら
、 

 
 

扶
養
ギ
リ
ギ
リ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
！  
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ま
す
（
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
）
。
厚
生
年
金

保
険
に
加
入
す
る
こ
と
で
、
本
人
は
将
来
受
け
取

る
年
金
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

【
「
１
３
０
万
円
の
壁
」
は 

 
 

 
 

 

改
正
さ
れ
な
い
の
か
】 

 
 

令
和
８
年
度
か
ら
、
残
業
等
の
一
時
的
な
収
入

増
加
に
関
し
て
は
、
事
業
主
の
証
明
に
よ
り
、
す

ぐ
に
扶
養
を
外
れ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
り
ま

し
た
（
詳
細
は
当
ニ
ュ
ー
ス
１
月
号

T

O

P

I

X
参
照
）
。
実
質
的
な
１
３
０
万
円
上
限
の
拡

張
と
も
捉
え
ら
れ
ま
す
が
、
大
幅
な
改
正
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
②
職
場
の
健
康
保
険
・
厚
生

年
金
保
険
に
加
入
す
る
方
向
の
政
策
を
重
視
し
て

い
る
傾
向
で
す
の
で
、
今
後
大
幅
な
扶
養
条
件
の

引
き
上
げ
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
か
と
思
い
ま

す
。 

 

【
検
討
す
る
こ
と
リ
ス
ト
】 

 

・
今
後
の
昇
給
の
試
算 

 

・
開
院
時
間
・
業
務
の
見
直
し
（
患
者
が
少
な
い

時
間
や
曜
日
は
短
縮
す
る
、
開
院
時
間
前
の
清

掃
を
開
院
中
に
行
う
等
） 

 

・
シ
フ
ト
の
組
み
方
の
見
直
し
（
実
は
「
も
っ
と

働
き
た
い
」
「
あ
ま
り
働
き
た
く
な
い
」
等
の

職
員
聞
き
取
り
、
シ
フ
ト
調
整
シ
ス
テ
ム
の
見

直
し
等
） 

 

・
社
会
保
険
加
入
の
場
合
の
保
険
料
の
試
算 

 

・
助
成
金
を
使
う
場
合
の
試
算 

編 

集 

後 

記 
 

図
書
委
員  

【
所
定
労
働
時
間
を
減
ら
す
】 

 

例
え
ば
月
に
数
回
は
別
の
職
員
に
シ
フ
ト
を
交

代
し
て
も
ら
う
、
あ
る
い
は
始
業
・
終
業
時
刻
を

変
更
す
る
等
、
所
定
労
働
時
間
を
減
ら
す
方
法
が
わ

か
り
や
す
い
や
り
方
で
す
。
パ
ー
ト
職
員
が
複
数
名

い
る
と
い
う
こ
と
で
、
他
の
職
員
の
不
満
に
な
ら
な

い
よ
う
、
シ
フ
ト
調
整
は
丁
寧
に
お
こ
な
っ
た
ほ
う

が
よ
い
で
し
ょ
う
。
以
前
よ
り
も
人
手
確
保
が
難
し

く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
新
規
採
用
で
補
う
こ
と
を

想
定
す
る
と
難
し
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

【
事
業
所
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
】 

 
 

逆
に
少
し
所
定
労
働
時
間
を
増
や
し
て
、
事
業
所

の
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
に
入
っ
て
も
ら
う
方

法
も
あ
り
ま
す
。
保
険
料
に
よ
っ
て
本
人
の
手
取
り

額
は
減
少
し
ま
す
が
、
会
社
か
ら
そ
の
分
の
手
当
を

支
給
し
、
助
成
金
で
一
部
を
ま
か
な
う
方
法
も
あ
り 

 

「
配
偶
者
の
健
康
保
険
の
扶
養
内
で
働
き
た

い
」
と
い
う
パ
ー
ト
職
員
が
い
ま
す
。
こ
こ
の

と
こ
ろ
、
最
低
賃
金
が
大
幅
に
上
が
っ
た
関
係

で
、
時

給

を

上

げ

た

と

こ

ろ
、
扶

養

ギ

リ

ギ

リ

に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
！
数
名
の
パ
ー
ト
職
員
の
み

で
切
り
盛
り
し
て
い
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
な
の
で
、
そ
の

パ
ー
ト
さ
ん
が
不
満
を
持
っ
て
退
職
さ
れ
た
ら
困
り

ま
す
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

と
い

う
か
今
後
、
健
康
保
険
の
「
１
３
０
万
円
の
壁
」
は

改
正
さ
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 
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【訂正とお詫び】 

当ニュース１月号「原和良先生追悼」において、記載に誤りがございました。 

・誤：原知良先生 

・正：原和良先生 

関係者の皆さまならびに読者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。   

 

 

 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル507号室  

 TEL 03-6280-3925 FAX 03-6280-3926  

 E-mail info@officesup.com  URL ｈｔｔｐ://www.officesup.com   

第204号    2026年2月 

発行責任者 釜澤 菜穂 鎌田 勝典 

オフィス・サポートNews  

社会保険労務士法人・行政書士事務所 

 
 イ タ リ ア の ミ ラ ノ・コ ル テ ィ ナ 冬 季 五 輪 で

日 本 勢 は 史 上 最 高 の メ ダ ル 数 を 獲 得 し た。

ト ッ プ ア ス リ ー ト は 強 い 精 神 力 で 日 々 精 進 し

て い る。し か し そ れ で も、重 圧 や 緊 張 感、目

の 前 で 展 開 さ れ る ラ イ バ ル た ち の パ フ ォ ー マ

ン ス に た じ ろ ぎ、自 身 の 力 を 発 揮 し き れ な い

場 面 も あ る に ち が い な い。私 た ち は 競 技 以 上

に、そ れ を 乗 り 越 え る 姿 に 感 動 す る の だ ろ

う。 

 フ ィ ギ ュ ア ス ケ ー ト ペ ア の「り く り ゅ う」

（三 浦・木 原 組）が 大 逆 転 で 金 メ ダ ル を 獲 得

し た の も そ の ひ と つ だ。前 日 の シ ョ ー ト で リ

フ ト に 失 敗 し ５ 位。木 原 は 直 後 か ら 涙 が 止 ま

ら ず、翌 日 の フ リ ー の 練 習 中 ま で 泣 い て い

た。気 持 ち を 切 り 替 え た の は 試 合 直 前 の 三 浦

か ら の「ま だ 終 わ っ て い な い」と の 言 葉 だ っ

た と い う。そ れ が 世 界 歴 代 最 高 点 の 演 技 に つ

ながった。 

 あ き ら め な い ― ―。簡 単 な 言 葉 だ が 実 に 難

し い。弱 小 チ ー ム を 常 勝 者 に し た 箱 根 駅 伝 の

青 山 学 院 大 学 の 監 督・原 晋 氏 は「ま ず 半 歩 先

の 目 標 を 設 定 し、努 力 し て 達 成 し て 成 功 体 験

を つ く る。そ の 自 信 が 積 み 重 な り メ ン タ ル が

強くなる」とのべている。 

 ス ポ ー ツ に は 人 生 や 経 営 に 生 か し た い ヒ ン

トがあふれている。 

メンタルが強いということ 

 

 

 



 

 

 年度末が近づき、36協定の更新・届出が集

中 す る時 期と なり まし た。東京・中 央労働 基

準監督署によると、届出の不備による再提出

が相次いでおり、とくに注意すべきポイント

と して「過半 数代表者 の職名欄 の記入漏れ」

が挙げられています。 

 

■役職がなくても「職名」は必要 
 36協定は、会社と労働者側の代表者が締結

す る 重要 な協 定です。その ため、過半 数代 表

者の記載内容が適正であるかどうかは、労基

署にとって重要な確認事項となります。 

 ところが実務では、係長や主任などの役職

を 持 た な い 従 業 員 が 代 表 者 と な っ た 場 合、

「役職 がな いか ら書く こ とが ない」と 考え、

職名欄を空欄のまま提出してしまうケースが

多く見られるようです。 

 し か し、役 職 が な く て も 問 題 は あ り ま せ

ん。 

例えば、 

 •一般社員 

 •営業社員 

 •事務職員 

など、社内での職種や立場を示す呼称を記入

すれば足ります。  

 空欄のまま提出することは不備と判断され

るため、必ず何らかの職名を記入することが

必要です。 

 

■特別条項の「臨時的理由」にも注意 
 もう一つ多い不備が、特別条項付き36協定

の記載内容です。 

 「臨時的に限度時間を超えて労働させるこ

と が でき る場合」の欄 に、通 常の 時間 外労 働

の 理 由 と 同 じ 内 容 を 書 い て し ま い、「臨 時

的」と認められず再提出を求められるケース

が少なくありません。 

この欄には、 

 •突発的な受注増加 

 •納期のひっ迫 

 •トラブル対応 

な ど、一 時的・例外的 な 事情 を具 体的 に記 載

する必要があります。 

 

■36協定は「受理されて初めて有効」 
 36協定は、作成しただけでは効力は生じま

せん。労働基準監督署に受理されて初めて有

効となる点に注意が必要です。 

 不備があって再提出となり、当初予定して

いた起算日に間に合わなかった場合、その間

は時間外労働をさせることができなくなりま

す。結果 とし て、予定 し てい た業 務に 支障 が

出るおそれもあります。 

 

■電子申請の活用で記入漏れ防止 
 こ う し た 不 備 を 防 ぐ た め、中 央 労 基 署 で

は、厚生 労働 省の サイ ト「確 かめ よう 労働 条

件」からの電子申請を推奨しています。 

 従 来 の e-Gov 電 子 申 請 で は、入 力 漏 れ が

あっても提出できてしまう場合がありました

が、「確 か め よ う 労 働 条 件」で は、必 須 項 目

に空欄があると警告が表示され、提出できな

い 仕 組み にな って いま す。そ のた め、記入 漏

れ防止の観点からは、より安心して利用でき

る方法といえます。 

 

■まとめ 
 36協定は、形式的な書類に見えても、記入

漏れがあると受理されず、残業ができない期

間が生じるなど、実務上の影響は小さくあり

ません。 

年度末の届出が集中する時期だからこそ、 

 •過半数代表者の職名を必ず記入する 

 •特別条項の臨時的理由を具体的に書く 

 •電子申請を活用し、早めに届出を行う 

といった点を確認し、スムーズな新年度を迎

えたいところです。 

 

  

TOPICS 

36協定の記入漏れに注意 

   ――過半数代表者の「職名」空欄による再提出が多発―― 
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人手不足に負けない会社づくり      
西谷社会保険労務士事務所 

社会保険労務士 西谷 泰実 

新連載 第1回：人手不足は「数」の問題なのか 
      ――統計と現場から考える、これからの職場づくり 

■「仕事はあるが、人が足りない」   

           という現実 
 「仕事はあるが、人手不足で受けきれない」 

 こ うし た 声が、業 種や 規 模を 問 わず 多く の中 小 企

業 か ら 聞 か れ ま す。人 手 不 足 は、も は や 一 部 の 業 界

に 限 られ た 課題 では なく、日 本 社会 全体 が 直面 す る

構造的な問題になっています。 

 

■統計が示す人手不足の実態 
 帝 国デ ー タバ ンク の調 査 によ れ ば、正 社 員が 不 足

していると感じている企業の割合は51.7％に達して

います。非正社員についても約3割の企業が不足感を

抱 え てお り、人材 確 保の 難 しさ は 広範 な業 種に 共 通

する課題となっています。 

 と りわ け 注目 すべ きは、正 社 員の 不足 感 が非 正 社

員 を 大き く 上回 って いる 点 で す。こ れは 単 に人 が 足

り な いと い う問 題で はな く、企 業の 中核 を 担う 人 材

が定着しに くくなっ て いる現状を 示してい る と考え

られます。 

■人手不足は一時的な現象ではない 
 ま た、人手 不足 の 傾向 は ここ 数 年で 突然 生じ た も

のではありません。2000年代後半から続く人手不足

感 は、コ ロ ナ 禍 にお いて 一 時 的 に 緩和 し た もの の、

その後は再び上昇に転じています。 

 人手不足 は景気循 環 によって解 消される 問 題では

な く、長 期 的・構 造 的 な 課 題 と し て 向 き 合 う 必 要 が

あります。 

 

■人口動態がもたらす長期的影響 
 背 景に は、避け て 通れ な い人 口 動態 の変 化が あ り

ます。 

 2025年には、いわゆる「団塊の世代」の多くが75

歳 以 上 の 後 期 高 齢 者 と な り、同 時 に「団 塊 ジ ュ ニ ア

世代」も50代に入ります。労働力人口の減少は今後

さ ら に加 速 し、企 業 が必 要 とす る 人材 を十 分に 確 保

す る こと は、これ ま で以 上 に難 し くな って いく と 予

測されています。 

 

■DX・省人化だけでは解決しない課題 
 こ う し た 状 況 の 中、業 務 効 率 化 や DX（デ ジ タ ル

化）に よ る 省 人 化、生 産 性 向 上 の 取 り 組 み は、企 業

経 営 を左 右 する 重要 なテ ー マと な って いま す。実 際

に、セ ル フ レ ジ や モ バ イ ル オ ー ダ ー、業 務 の デ ジ タ

ル 化 など を 通じ て、少な い 人数 で も業 務を 回す 工 夫

を進める企業は増えています。 

 し か し、こ うし た 取り 組 みだ け で人 手不 足の 問 題

が根本的に解決するわけではありません。 

 

■「人手不足倒産」が突きつける現実 
 現 実 の 厳 し さ を 象 徴 す る の が、「人 手 不 足 倒 産」

の増加です。 

 2024年には、人手不足を主因とする倒産が287件

と 過 去 最 多 を 更 新 し ま し た。人 が 採 れ な い、育 た な

い、そ し て 辞 め て し ま う。そ の 結 果、仕 事 が あ っ て

も事業を継 続できな く なる企業が 現実に増 え ていま

す。 

 

■問われているのは 

      「人の数」だけなのか 
 人 手 不 足 は、単 な る 採 用 難 で は あ り ま せ ん。 

 企業の存 続そのも の を左右する 経営課題 へ と変化

し て い る の で す。で は、人 手 不 足 の 本 質 は 本 当 に

「人の数」だけの問題なのでしょうか。 

 現 場を 見 てい る と、そ う 単純 で はな いこ とに 気 づ

か さ れ ま す。同 じ 条 件 で も、人 が 定 着 す る 職 場 と、

そうでない職場が存在するからです。 

 

■「辞めない職場」を考える 
 賃金や労 働時間と い った条件面 だけでは 説 明しき

れない違いが、そこにはあります。 

 人が働き 続けたい と 思える職場 とはどの よ うな環

境 な の か。そ の 問 い に 向 き 合 う こ と が、こ れ か ら の

企 業 経営 に とっ て、より 重 要に な って いく よう に 感

じます。 

 次 回 は、「な ぜ 人 は 辞 め て し ま う の か」「ど う す

れ ば 辞め な い職 場を つく る こと が でき るの か」と い

う 問 いを 軸 に、現 場 での 実 践や 対 話を もと に考 え て

いきたいと思います。 

 人 手 不 足 の 時 代 だ か ら こ そ、改 め て「人 と 向 き 合

う職場づくり」が問われています。 
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JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章

I 'm  O ld  Fash ioned   

 1942 年 ジ ェ ロ ー ム・カ ー ン 作 曲、ジ ョ

ニー・マーサー作詞のスタンダードです。カー

ンの方が年上で親子ほど年が離れていますが、

お 互 い に 尊 敬 し て い て 共 同 作 業 を し た よ う で

す。息 子 の よ う な マ ー サ ー の 歌 詞 を 気 に 入 っ

て、カーンの奥さんに「エヴァ、エヴァ、こっ

ちへおいで。この歌詞を聴いてほしい」と言っ

たというエピソードが残っています。作曲した

ときカーンは57歳でしたから、マーサーから見

たらOld  Fash ionedだったかもしれません。35

歳で結婚し、60歳で亡くなっています。 

 

  私は古風な人間 ムーンライトが好き 

  昔からの古いものが好き 

  部屋の窓ガラスをたたく雨の音だったり 

  ４月に歌われる星の歌さ 

  今年のはやりも過ぎてすたれていく 

  でもため息をついたり、手を握ったり 

  そんなことが大事だと思っている 

 

  私は古風な人間、でも気にしない 

  こんな風に過ごしたいと思っているんだ 

  君が認めてくれるなら 

  ずーとこのまま古風に君といたい 

 

 テナー・サックスのスタン・ゲッツとトラン

ペットのチェット・ベイカーがクインテットで

演奏しています。ベイカーの歌が良いですね。

アルト・サックスのポール・デスモンドも澄ん

だ音色で演奏しています。 

 私 の 仕 事 は IT で す か ら、古 風 に な ん て 絶 対

言 っ て は な ら な い 仕 事 で す。ち ょ っ と 前 ま で

DX（デ ジ タ ル・ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン）

と 言 っ て い ま し た が、今 は AI を 使 っ た AX が 求

められています。私見ですがAIは IT産業だけで

なく、すべての知的労働に産業革命級の変化を

もたらす可能性があります。私は古臭い人間で

すからなんて言っていられません。業界からは

じき出されないよう頑張るしかありません。 

司法書士の業務つれづれ帳 第117回 司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

 成年後見制度の抜本的見直しと 

               今後の展望  

 成年後見制度の見直しに関する改正要綱案が発表され

た。今回の改正要綱案は単なる条文の修正ではなく、制度

の考え方そのものを組み替えようとする内容を含んでいる

点に特徴がある。現行制度は、後見・保佐・補助という三

つの類型を設け、判断能力の程度に応じてあらかじめ枠組

みを振り分ける構造をとっているが、改正案はこの三類型

を見直し、「補助」を基本の形として、その中で必要な権

限を個別に付ける仕組みに再編する方向を示している。 

 つまり、これまでのように「能力がどの段階か」で制度

を決めるのではなく、「その人にどんな支援が必要か」で

内容を決める発想へ転換しようとしているのである。補助

開始にあたり、原則として本人の同意を求めるとする点も

この思想を端的に表しており、制度の入口から本人意思を

中心に据えようとしている姿勢がうかがえる。 

 補助人の権限も、必要な行為に限って同意権や代理権を

付与する設計とされており、従来のように包括的に権限を

与えるのではなく、できる限り限定的に、具体的に決めて

いく方向が示されている。もっとも、判断能力を欠く常況

にある者については、「特定補助人を付する旨の処分」と

いう形で、より強い保護を可能にする枠組みも用意され、

不利益な契約の取消し、郵便物の管理、さらには死亡後の

一定の事務についても明文化が図られている。実務上あい

まいであった部分を整理し、保護の実効性を確保しようと

する意図が読み取れる。 

 また、任意後見制度についても、公正証書による契約や

変更の明確化、開始時の監督人選任の原則化、開始後の解

除要件の整理など、安全性と透明性を高める提案が盛り込

まれている。本人の自己決定を尊重しつつも、濫用を防ぐ

仕組みを強めるというバランスをとろうとしていることが

伺える。 

 全体として本改正案は、「守るために制限する制度」か

ら「尊重しながら支える制度」への移行を志向するもので

あり、成年後見制度を、能力を奪う仕組みではなく、生活

を支える法的インフラとして再構築しようとする試みであ

るといえる。もっとも、権限を個別に設計するということ

は、その設計を担う側の責任がより重くなることも意味す

るのであり、形式的な類型判断ではなく、本人の生活実態

や意思を丁寧に把握する力量がこれまで以上に問われるこ

とになるだろう。制度が柔軟になるほど、運用する人間の

姿勢が制度の質を左右するという点において、今回の改正

は実務家に対する静かな問いかけでもある。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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     生理休暇の不正取得は防止できる？      

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番 

 当社では「生理休暇」は月１日まで有給で取得可能なのですが、この制度を使用して

必ず毎月１日 休む職員 がいます。60歳近い女 性なのですが、正直な ところ、「この年

齢で毎月業務が困難なほどの生理があるものか？」と疑問に思います。実際に同僚から

も不満が出ている状況です。本人に医師の受診をすすめたり、診断書を持ってくるよう

に指示したりするのは問題ないでしょうか。 

3 

Question

Answer /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

【生理休暇を使える人とは？】 
 労働基準法第68条では「使用者は、生理日の就業が

著しく困難な女性が休暇を請求したときには、その者

を生理日に就業させてはならない」と定められていま

す。 

 生理は一定の年齢で終了するものではありますが、

個人差が大きいため、生理休暇に年齢制限は設けられ

ていません。 

 では、「生理で就業が著しく困難」であることをど

のように確認するのでしょうか。 

 厚生労働省から下記のように通達が出ています。 

 つまり、医師の診断書を求めることは原則できない

ということです。受診を勧めること自体は違法ではあ

りませんが、「本当に生理休暇を取る必要があるの

か？」という問いを向けることになりますので、慎重

になったほうがよいでしょう。 

 なお、生理休暇中に旅行していたことが判明するな

ど、明らかな不正取得があった場合には、生理休暇の

取消しや就業規則に基づく処分が可能です。 

 

【生理休暇の不正取得防止対策案】 
１）生理休暇についての研修や文書配布（全体に向けて） 

 ・生理休暇の意味 

 ・生理休暇の勤怠の扱い 

 ・生理が辛い場合の相談窓口（産業医、婦人科等） 

 ※制度の周知・促進を図りつつ、不正利用を控える

よう呼びかける形が望ましいでしょう。 

２）生理休暇を無給にするor有給70％等とする 

 法律上、生理休暇を有給とする義務はなく、無給で

の運用も可能です。無給化すれば取得数は大幅に減る

ことが予想されます。また、完全無給ではなく、日割

給与の70％を支給するなどの取り扱いも可能です。た

だし、現在有給として運用している場合は不利益変更

となるため、別途特別休暇を付与するなど不利益とな

らないような措置が必要です。また、労使合意のプロ

セスも慎重に進める必要があります。 

３）生理休暇の名称変更 

 生理のつらさは個人差が大きく、またPMSや更年期

症状など、生理以外の不調を抱える人もいます。その

ため、「生理休暇」を「ウェルネス休暇」などに名称

変更し、月１回まで有給で誰でも体調不良やメンテナ

ンス目的で休める制度とする案もあります。ただし、

生理による体調不良で休める権利は法律で保障されて

いるため、その点は制度上保障する必要があります。 

 

【生理休暇は母性保護の趣旨から 

         設けられた権利】 
 女性は生まれながらに、子どもを産み育てるための

身体的特徴を備えています。母性保護とは、子どもを

産む・産まないにかかわらず、女性の身体的特徴に

よって生じる月経・妊娠・出産などに対して、社会が

適切な保障を行うことを指します。生理休暇制度は、

労働や職場環境が原因でこれらの機能が低下したり、

健康に障害が生じたりすることのないようにという母

性保護の趣旨から設けられたものです。 

 こうした権利をしっかり守りつつ、社内で不公平感

が生じないようにするためには、制度の周知や他の休

暇制度とのバランスを調整していくことが求められる

でしょう。 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

① 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請

求したとき、その者を生理日に就業させてはな

らないが、その手続を複雑にすると、この制度

自体は使われなくなるおそれがあること、 

② 原則として特別の証明がなくても女性労働者

の請求があった場合には、生理休暇を与えるこ

とにすること、 

③ 特に証明を求める必要が認められる場合で

あっても、こうした趣旨を踏まえ、医師の診断

書のような厳格な証明を求めることなく、事実

であることが推断できれば充分であるから、例

えば同僚の証言程度の簡単な証明によることで

差し支えない。 



 

 

１．リファラル採用の概要 
 近年の人手不足は、今や企業存続にかかわる問

題 と な って い ます。その よ う な中、いわ ゆる「リ

ファラル採用」に関する相談が筆者にも多く寄せ

られています。 

 「リ フ ァ ラ ル 採 用」と は、自 社 に 従 業 員に、友

人や知人を紹介してもらい、採用につなげる手法

を い い ま す。こ れ 自 体 は 特 に 新 し い も の で は な

く、か つ て の「縁 故 採 用」に 近 い も の と い え ま

す。し かし、リ フ ァラル 採 用 の方 は、縁 故採用 ほ

ど紹介された人が優先されず、むしろ他の応募者

と同じ採用基準で採否が決まることが多いように

思われます。 

 リファラル採用のメリットとしては、自社の状

況を知る従業員が紹介するので、マッチング精度

の向上が見込まれること、コスト削減などがあり

ま す。一方で、リフ ァラル 採用を始めて も全く 紹

介が発生しない １）など、期待した成果が上がらな

い場 合も少なくあ りませ ん。また、職場内 で同 質

化が進む ２）、派閥が形成されるなど思わぬ副作用

が発生する場合もあります。さらに留意すべき点

として、紹介者に対して一定の報酬を支払う制度

の場合、次にみる職業安定法の規制があることを

知っておく必要があります。 

 

２．職業安定法の規制とは 
 職業安定法40条では、「労働者の募集を行う者

は、その被用者で当該労働者の募集に従事するも

の･･･に対し、賃金、給料その他これらに準ずるも

のを支払う場合･･･を除き、報酬を与えてはならな

い」と 定められて います。一 見するとわ かりづ ら

い で す が、要 す る に、紹 介 へ の 対 価 が「賃 金、給

料そ の他これらに 準ずるも の」であれ ば、本条 違

反とはならないというわけです。言葉遊びのよう

でキツネにつままれたような気持になるかもしれ

ませんが、リファラル採用の対価の支払いが適法

と認められる根拠は、この条文解釈であることが

一般的です。 

 「賃 金」で あることを明 確化するので あれば、

賃金規程等に規定するのが適当でしょう。対価の

支払いの部分の規定例を以下に示します。 

 

３．リファラル採用手当の設計 
 リ フ ァ ラ ル 採 用 成 功 の 対 価 は、支 給 対 象 職 種

（正社 員に 限るか 非正社 員も 含む か、看護 師、介

護福 祉士など特定 の職種に 限るか）、支給時期、

支給額、手続きなどを検討して設計します。 

 特 に 問 題 に な る の は、支 給 額 で す。検 索 す れ

ば、「相場」と さ れ る金 額 は 出 て き ま す が、管 見

の限りでは根拠薄弱で鵜呑みにするべきではない

でし ょう。ま た、金 額は多 くなるほど紹 介への モ

チ ベ ー シ ョ ン が 上 が る 一 方、紹 介 優 先 に な り、

マッチングの精度が減退するおそれもあります。

不相当に高額な対価を支払われた場合には、その

従 業 員 が「業」と し て 職 業 紹 介 を（無 許 可 で）

行っていると判断される恐れがあります。これら

の点をふまえて、さらに自社の賃金水準や類似の

制 度 と の バ ラ ン ス を 勘 案 し て 決 定 す べ き で し ょ

う。 

 支給時期も相談をうけることが多いです。雇入

れが決定した時点で払うか、雇入れから１か月後

や６か月後など一定期間を置くか本採用を条件と

するかなどが考えられます。支給方法も単独の手

当として支払うのか賞与に上乗せするのか、回数

も１回きりか２回に分けて支給するなど、多くの

パターンがあるので、よく検討して決定してくだ

さい。 

 

 

 

１）当然ながら、自社を紹介したいと思ってもらえ

るような処遇や職場環 境でなければ紹介は少 ない

だ ろ う。あ る 会 社 で は、よ り 魅 力 的 な 会 社 を目 指

すための制度と位置づけている例もある。 

２）山口慎太郎「リファラル採用の落とし穴」日経

新聞web版2022年11月17日 

３）募集・求人業務取扱要領 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント 

 オフィス・サポートNEWS 

ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一  http://office-mori.biz/ 

第118回：リファラル採用  
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第〇条 従業員が、リファラル手当を受ける

ため、会社に候補者を推薦しようとする場

合には、事前に推薦届を総務課に届け出な

ければならない。 

２ 前項の候補者が選考試験に合格して雇い

入れられ、その後試用期間を経て本採用さ

れた場合には、会社は、当該候補者を紹介

した従業員に対して、〇万円のリファラル

手当を支給する。 

３ 被紹介者が雇入日から本採用前に退職し、

または解雇された場合には、リファラル手

当は支給しない。 
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経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第154回：経営改善コンサルティング２０２６  

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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Ⅰ. 経営改善の阻害要因 
 現在、「顧客もいる」もしくは「自社の商品

やサービスに一定のニーズあり」という状況で

あったとしても、お客様が満足できる“安定的

なサービス提供ができなければ、顧客は離れて

いきます。 

 つまり、現状、“一定数以上の顧客を抱えて

いる”とか、“一定以上の需要はある”にもか

か わ ら ず、「顧 客 が 離 れ て い く」「顧 客 が リ

ピートしない」というのは、簡単にいえば『顧

客サービスのマネジメントがうまく回っていな

いケースが多い』と言えます。そうであれば、

サービスマネジメント（対外的な面と内部管理

面の両方）の改善をすればよいわけです。しか

し「マネジメント改善」が進まないケースも多

く み ら れ ま す。経 営 改 善 成 果（パ フ ォ ー マ ン

ス）実現の阻害要因は、簡単にいえば「経営者

が管理改善戦略を一つずつきちんと実行してい

ない」事に他なりません。では、どう進めれば

よいでしょうか？ 

 

Ⅱ．顧客の維持はマネジメント改善から 
 まず、経営者の方に自問していただきたいの

は「経営者自ら、経営や事業の現状を客観的に

把握して現状評価ができるか？」ということを

検証して下さい。一番簡単なのは、まずは月次

売上が損益分岐点を上回っているかということ

であり、下回っているということは、『売上過

少』ということであり、もっと受注向上が必要

になります。これは月次試算表をみれば明らか

で す が、ち ゃ ん と 見 て い る で し ょ う か？そ し

て、それ以下である場合に、売上伸び悩みの原

因が、“需要がないため”か“客離れ”かある

い は“提 供 サ ー ビ ス や 商 品 の 満 足 度 が 低 い た

め”かを客観的に評価できているかです。「顧

客満足度が低い」のは、サービスマネジメント

の管理レベルが低い、つまり、顧客の思いに応

える努力や管理状況が十分でない可能性が大で

す。需要があり顧客もついているのに売上が上

がらないのは満足度が低い場合はマネジメント

の改善を要します。 

 

 

Ⅲ．経営改善成果（パフォーマンス）の実現 
 経営改善成果を出していくために自社ができ

ることは、まずはマネジメントの改善です。 

 「見 え る 化」と い う 言 葉 が あ り ま す。つ ま

り、管理の対象となるものを「見える化」する

ことです。これは現状がいつでもわかること。 

 分かるためには、いまであれば、システムや

エクセルやワード、スプレッドシートなどでい

つでも現状がわかるようにすることです。 

 そして一人の判断でなく、社内でそれらの情

報を共有できていることで、瞬時に様々な意見

を吸い上げてすりあわせすることができます。

こういった情報共有を進めるためには、管理対

象を明確にして、それに見合ったツールを活用

することで、そのツールとは、エクセルやスプ

レッドシートを共有し、更に自動化を図るため

にマクロを組んだツールを使いといった方法が

あります。その進化形として、「システム化」

と い う ス テ ー ジ も あ り ま す が、初 期 段 階 で は

「帯に短し」の場合もあります。 

 

Ⅳ．マネジメント改善を 

      経営改善につなげる 
 では、どのようにしたらマネジメントの改善

として行った、ツールの作成やフォーマット作

り、業務フローや業務マニュアルを生かしてい

くのでしょうか？ 

 まず第一歩は、「関係者全員がツールを使い

こなせるように訓練し、スキルを身に着けるこ

とです」これを『忙しい・・』などと言って逃

げてしまい、達成できていないケースが非常に

多 い の が 実 情 で す。こ れ は 本 当 に 忙 し い 場 合

と、新しい取組から逃げたいから「忙しい」と

言っている場合があります。 

 その“人間系”の問題はありますが、全員が

まずスキルを身に着ける土俵に乗り、その上で

「これでいいのか？」とツールやフォーマット

の更なる改善を進めていくことです。つまり、

「見える化」がしやすいこと。そしてその評価

を共有し、チームとしてその解決の具体策の実

行に着手できることが重要です。 

 マ ネ ジ メ ン ト の 改 善 は 経 営 改 善 の 要 な の で

す。 


